
対
象
に
行
な
い
、
方
形
の
堀
に
囲
ま
れ
た
中
世
の
屋
敷
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
屋

敷
跡
は
二
時
期
あ
り
、
規
模
は
、
古
段
階
で
東
西
五
五
―
六
〇
ｍ
南
北
六
〇
ｍ

以
上
、
新
段
階
で
東
西
二
五
―
三
〇
ｍ
南
北
四
〇
ｍ
で
あ
る
。
屋
敷
内
か
ら
は

掘
立
柱
建
物
群

。
井
戸

・
溝

・
土
坑
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
出
土
し
た
遺

物
に
は
陶
器
、
石
製
品

（石
臼
・
砥
石
な
ど
）、
木
製
品

（柄
約
な
ど
）
が
あ
る
。

木
簡
は
古
段
階
の
屋
敷
跡
の
南
側
を
区
画
す
る
幅

一
・
五
―
二

。
Ｏ
ｍ
の
堀

か
ら
出
土
し
た
。
年
代
は
伴
出
遺
物
が
少
な
い
た
め
、
新
段
階
の
屋
敷
跡
の
年

代
で
あ
る

一
六
世
紀
以
前
と
い
う
以
上
の
限
定
は
で
き
な
い
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

ω
　
　
ｏ
岡
回
施
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
×
］叉
滓
霞

細
か
く
割
れ
た
状
態
で
出
上
し
て
お
り
、
接
合
の
結
果
、
右
記
の
釈
文
が
復

原
で
き
た
。
語
句
の
内
容
か
ら
み
て
、
塔
婆
の
断
片
の
可
能
性
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。

（１
１
７
　
高
橋
栄
一
、
８
　
吉
野
　
武
）

ど
う

の

く
ち

宮
城
・洞
ノ
ロ
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
洞
ノ
ロ
東

２
　
調
査
期
間
　
　
第
四
次
調
査
　
一
一〇
〇
〇
年

（平
１２
）
四
月
１

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
仙
台
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
平
間
亮
輔

・
吉
田
和
正

・
森
　
剛
男

５
　
遺
跡
の
種
類
　
水
田
跡

・
中
世
城
館
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
代
―
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

洞
ノ
ロ
遺
跡
は
、
七
北
田
川
の
北
岸
に
あ
る
自
然
堤
防
か
ら
後
背
湿
地
に
か

け
て
立
地
し
て
お
り
、　
一
九
九
二
年
か
ら
発
掘
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
調
査
で
、
遺
跡
の
北
か

ら
東
側
に
か
け
て
の
低
地
部
分

で
は
、
平
安
時
代
前
半
か
ら
近

世
に
か
け
て
の
水
田
跡
を
確
認

し
て
お
り
、
南
西
側
の
微
高
地

部
分
で
は
、
中
世
後
期

（戦
国

ω

期
頃
）
の
城
館
に
伴
う
外
堀
や

仙

土
塁
も
検
出
し
て
い
る
。
ま
た

く

城
館
検
出
面
の
下
層
か
ら
は
、
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中
世
前
期

（鎌
倉
時
代
頃
）
の
掘
立
柱
建
物

・
井
戸

・
溝
な
ど
が
見

つ
か
っ
て

い
る
。
本
遺
跡
は
、
東
南
に
隣
接
す
る
多
賀
城
市
の
新
田
遺
跡
と
と
も
に
、
多

賀
国
府
の
所
在
地
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
地
域
に
属
す
る
。

今
回
の
調
査
は
都
市
計
画
道
路

「利
府
岩
切
停
車
場
線
」
建
設
に
伴
い
実
施

し
た
第
四
次
調
査
で
あ
る
。
第

一
次
調
査
で
出
入
回
部
を
検
出
し
た
城
館
中
心

部
と
思
わ
れ
る
地
点
か
ら
、
直
線
で
南
東
に
二
六
〇
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
地
点
に
位

置
し
て
い
る
。
調
査
面
積
は
約

一
九
〇
〇
ポ
で
あ
る
。
検
出
し
た
遺
構
に
は
、

中
世
の
区
画
溝

・
掘
立
柱
建
物

・
井
戸

・
土
坑
な
ど
が
あ
る
。

今
回
紹
介
す
る
呪
符
木
簡
は
、
中
世
後
期
の
城
館
に
関
係
す
る
区
画
溝
に
切

ら
れ
た
土
坑
Ｓ
Ｋ

一
一
か
ら
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｋ

一
一
は
南
北
約
三
ｍ
東
西
約

四

。
三
ｍ
の
長
方
形
で
、
深
さ
は
約

一
。
二
ｍ
あ
る
。
出
土
し
た
遺
物
に
は
、

呪
符
木
簡
の
他
、
舟
形
木
製
品

。
中
世
陶
器
片

・
動
物
の
頭
骨
な
ど
が
あ
る
。

Ｓ
Ｋ

一
一
の
年
代
は
遺
物
が
少
な
い
こ
と
か
ら
特
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
出
土

し
た
中
世
陶
器
が

一
三
世
紀
の
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
と
区
画
滞
と
の
切
り
合

い
関
係
か
ら
、　
三
二
世
紀
か
ら

一
五
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｋ

一
一
の
性

格
は
、
出
土
遺
物
が
少
な
く
、
周
囲
に
同
時
期
の
遺
構
も
な
い
こ
と
か
ら
、
不

明
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

い
　
。
ズ
人
面
里埜書
）
□
急
々
如
律
令
」

。
ズ
符
篠
）

日
□
急
々
如
律
令
」

］
Ｐ
釦
×

∞
解
×

い
　

ｏ
釦
〕

呪
句

「急
々
如
律
令
」
が
両
面
に
書
か
れ
た
呪
符
木
簡
で
あ
る
。
板
目
材
で

下
端
の
み
を
尖
ら
せ
て
い
る
。
木
簡
表
面
の
上
部
に
顔
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る

方
を
ひ
と
ま
ず
表
と
し
た
。
顔
の
絵
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。　
一

字
目
の
文
字
の
判
読
、
木
簡
の
用
途
に
つ
い
て
も
調
査
検
討
中
で
あ
る
。
裏
面

は
上
部
に
符
銀
が
書
か
れ
て
お
り
、
「急
々
如
律
令
」
と
の
間
に
も
文
字
の
あ

る
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
墨
痕
が
薄
く
判
読
で
き
な
い
。

（平
間
亮
輔
・
吉
田
和
正
）

一




